
事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

少年少女発明クラブ支

援

児童・生徒の科学技術及び創作活動に対する興味・関

心を追求する場を提供するため、少年少女発明クラブ

の活動を支援します。

小学校4年生～6年生を対象としたものづくり理科教室

の開催を支援するとともに、日進市少年少女創意くふ

う展を開催します。

子どものまちの開催

未来をつくる子ども条例の趣旨に則り、子ども達が企

画段階から主体的に取り組み運営する事業を実施しま

す。

子ども達が企画段階から主体的に取り組み運営する事

業に加え、キャリア教育推進につながる青少年育成事

業に取り組みます。

大学等との連携による

講座の開催

連携協力協定を提携している大学等と連携し、人材・

資源を活かした専門性の高い講座を開催します。

連携協力協定を提携している大学に加え、官民連携協

定を締結している企業の協力を得て、専門性の高い講

座を開催します。

企画講座の開催

地域人材の発掘と「学ぶ」だけでなく「教える」生き

がいを感じることができる場を提供し、市民相互の学

びの循環と市民同士の交流の促進により地域の活性化

を図ります。

市民の皆さんの「学びたい」「教えたい」を形にする

「にっしん市民企画講座」を引き続き開催し、オンラ

インによる講座の提案も募集します。

ESD講座との連携

市内で開催する様々な講座情報を提供する情報誌を合

同で作成するなど、他部署との連携により、多様な分

野の学習の場の提供と機会の充実を図ります。

ESDの推進と学びの機会を効率的に充実させるため、

他部署と連携し、ESD講座をはじめ様々な講座の情報

発信の相互協力を実施します。また、学び支援課が発

行する情報誌に他部署の情報を掲載します。

事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

文化芸術のアウトリー

チ

市民会館を拠点として文化祭・美術展・民族芸能発表

会・音楽祭等を開催するとともに、地域で気軽に文化

芸術に触れ合う機会をつくります。

市内の公共施設で気軽に美術に親しめるよう、まちな

かぎゃらりーを開催します。また、子どもの頃から音

楽に親しめるよう学校音楽アウトリーチを実施しま

す。

文化芸術推進の仕組み

づくり

文化芸術が関わる領域は広く、多様な分野に及ぶた

め、目的を共有して連携できる仕組みをつくります。

文化協会をはじめとする団体活動を引き続き支援する

とともに、市・指定管理者・団体が連携を図っていき

ます。

地域のアスリートによ

るスポーツ推進

地域のアスリートを応援するとともに、地域のアス

リートによるイベント等を開催します。

地域のアスリートによるスポーツイベントを開催し

て、地域アスリートを応援するとともに、スポーツ推

進を行います。

スポーツ推進の仕組み

づくり

多様化するスポーツニーズに対応するため、スポーツ

団体等が目的を共有して連携できる仕組みをつくりま

す。

スポーツ団体等が目的を共有して連携できる仕組みを

構築し、地域のスポーツニーズに対応できるようにし

ます。

事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

地域学校協働本部の運

営

学校が地域と連携、協働する組織を設置し運営するこ

とで、地域全体で学校を支援し子ども達の成⾧を支え

る活動を推進します。

４中学校に地域学校協働本部を設置、地域学校協働活

動推進員を配置し、地域と連携しながら学校の実情に

応じて学習活動や環境整備を支援します。

令和６年度 日進市教育委員会 基本方針と目標【学び支援課】（案）

◆基本方針

 生涯にわたり必要な学習を通じて新たな知識や技能、技術を身に付け、自らの人生を選択し、切り拓いていく原動力を育成できる環境を整

えるため、生涯学習４Ｗプランに基づき、個人・家庭・学校・社会における学習、キャリア教育、文化・スポーツ・レクリエーションなどあ

らゆる場面において、子どもから大人まで生涯にわたり人生を豊かにするための学習活動を推進する。

 また、家庭や地域と連携・協働して学びの充実を図るため、地域全体で子どもを育てるだけでなく、地域全体の教育力を高められるよう体

制を整える。

◆重点施策の主な事業と実施予定

重点施策２ 人生100年時代を見据えた地域の財産を生かした学習の推進

重点施策３ 文化・スポーツを活かしたまちづくり

重点施策４ 学校を核とした地域づくりの形成
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事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

家庭教育推進事業

家庭、地域、学校が協力して地域全体で子どもや若者

の育ちを支える取り組みを支援し、各家庭の教育力の

向上と地域全体で家庭教育を推進する環境づくりを行

います。

９小学校区に組織されている家庭教育推進委員会の活

動を支援し、各地域の特性を生かしたイベントの開催

などを通して地域の教育力向上をめざします。

社会教育推進事業

市民があらゆる機会にあらゆる場所において学習する

ことができ、その成果を適切に活かすことのできる社

会を実現するため、学習の機会及び情報の提供により

社会教育の振興に努めます。

社会教育の振興を目的とする各種団体の活動を支援し

ます。また、年３回生涯学習情報誌を各戸配布し、幅

広く市民に生涯学習情報の提供を行います。

生涯スポーツ普及事業

本市のスポーツ振興の一翼を担っている市内スポーツ

団体との連携体制を強化し、団体の支援・育成や指導

者の育成を通じて市のスポーツ振興を推進します。

スポーツ協会・レクリエーション協会・にっしんス

ポーツクラブの活動支援を行い、市のスポーツ振興を

推進します。

事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

社会教育推進事業

市民があらゆる機会にあらゆる場所において学習する

ことができ、その成果を適切に活かすことのできる社

会を実現するため、学習の機会及び情報の提供により

社会教育の振興に努めます。

社会教育の振興を目的とする各種団体の活動を支援し

ます。また、年３回生涯学習情報誌を各戸配布し、幅

広く市民に生涯学習情報の提供を行います。

生涯学習講座開催事業

大学、地域、団体等と連携するとともに、専門的知識

を有する人材の協力を得て、誰もがいつでもどこでも

なんでも学習することができるよう、自発的な学習を

支援する講座を開催します。

にっしん市民企画講座、日進市民教室、シルバース

クール、連携協力協定を提携している大学の協力によ

る講座などを開催し、市民のニーズに応じた幅広い分

野の学習や活動の機会を提供します。

子ども学習活動支援事

業

大学、地域、団体等との連携や企業、教員OBといった

専門的知識を有する人材の協力を得て、次世代を担う

子どもの知的好奇心を探求する学習活動を支援しま

す。

連携協力協定を提携している大学の協力により、大学

キャンパスを活用した子ども大学にっしんを実施しま

す。また、企業、教員ＯＢ、高校などの協力により、

少年少女発明クラブによるものづくり理科教室を実施

します。

文化施設管理運営及び

維持管理事業

市民会館、生涯学習プラザ、ふれあい工房等の生涯学

習の拠点となる文化施設について、利用状況とニーズ

を踏まえ、老朽化対策を含め適切な施設の維持管理と

環境の整備を進めます。

指定管理者制度により適切な施設の維持管理と環境整

備を行い、市民が生涯学習や文化芸術に親しめるよう

講座や事業の企画運営を行います。また、市民会館大

ホールの天井改修工事・空調改修工事、トイレ改修工

事の設計を行います。

事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

文化推進事業

多種多様な文化芸術体験を発信する場及び文化芸術に

触れる場を提供し、文化活動団体の支援を行うこと

で、市の有する文化芸術の維持、継承、発展を目指し

ます。

文化祭・美術展・民俗芸能発表会・音結祭・ヤング

フェスタなどを開催し、文化協会、民俗芸能連合会、

その他文化芸術活動団体の活動を支援します。

文化財保護事業

市民が地域固有の歴史や郷土に対する誇りや愛着を持

てるよう、市内各地域の文化財及び歴史的建造物であ

る旧市川家住宅を周知及び活用し歴史に触れる機会を

提供します。

旧市川家住宅は、指定管理者制度により適切な施設の

維持管理と修繕を行うとともに、様々な事業を通じ周

知活用することで郷土への愛着を育みます。また、市

内各地域の文化財の適切な保存を図ります。

岩崎城歴史記念館維持

管理事業

歴史に触れる機会を提供する施設として、常設展に加

え企画展や歴史講座の開催など市民ニーズを踏まえた

運営を行い、老朽化対策を含め適切な施設の維持管理

と快適な環境の整備を進めます。

指定管理者制度により適切な施設の維持管理と環境整

備を行い、市民が歴史や文化財に親しめるよう企画展

や歴史講座などを開催します。また、岩崎城の歴史や

城内の遺構について市内外に周知を図る事業を実施し

ます。

◆基本施策の主な事業と実施予定

基本施策１ 個に寄り添う教育活動の充実

基本施策３ 生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備

基本施策４ 歴史・文化に親しめる環境整備

2



事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

スポーツ大会開催事業

スポーツ大会や講座等を実施し、子どもから高齢者ま

で誰もが気軽にスポーツに親しめるような環境づくり

を進めます。

イベントや体験会などを開催して、誰もが気軽にス

ポーツに親しめる環境を提供します。

生涯学習スポーツ普及

事業

子ども達が多種多様なスポーツに興味が持てるよう

トップレベルの選手から直接指導を受けることのでき

る機会の創出や多様化するスポーツニーズに対応でき

る環境づくりを進めます。

大学や企業と連携して小学生向けのスポーツアウト

リーチ事業やスポーツ体験会を実施します。

その他、トップアスリートによるスポーツ教室等を行

うなど、様々なアプローチによるスポーツ推進を進め

ていきます。

生涯スポーツ普及事業

本市のスポーツ振興の一翼を担っている市内スポーツ

団体との連携体制を強化し、団体の支援・育成や指導

者の育成を通じて市のスポーツ振興を推進します。

スポーツ協会・レクリエーション協会・にっしんス

ポーツクラブの活動支援を行い、市のスポーツ振興を

推進します。

スポーツ施設管理運営

事業

指定管理者制度により、効率的な施設管理・運営を行

い市民サービスの向上に努めます。また、総合運動公

園など各スポーツ施設の従来の特徴を活かしつつ、よ

り幅広い世代に親しまれるような魅力的な施設となる

よう整備を図ります。

指定管理者制度により、適切な施設の維持管理を行い

ます。

市内スポーツ団体・指定管理者等で組織されたスポー

ツ推進協議会により、市民がスポーツに親しむ講座や

事業の企画運営を行います。

スポーツ施設維持管理

事業

老朽化がみられる施設について、順次適切に改修工事

や備品購入を行います。

スポーツセンターエントランス天井改修工事、総合運

動公園キュービクル更新工事の設計、バックネット購

入を行うなど、順次適切に改修工事や備品購入を行い

ます。

学校体育施設スポーツ

開放事業

学校施設を活用して、地域に根差したスポーツ振興を

図ります。

学校を核としたスポーツ振興の一環となるよう、登録

団体に、適切な施設利用と市のスポーツ振興への協力

を促します。

基本施策５ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
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事業名 事業内容 令和6年度主な実施予定

学校と図書館との連携

市内全ての小中学校図書室及び市立図書館をひとつに繋

ぐネットワークを整備するため、双方が連携できる図書

館システムの構築を目指します。また、各学校間及び市

立図書館との間の配本・レファレンス・相互貸借等の

サービスをこのネットワーク全体で利用できるよう整備

します。

市立図書館と学校図書室を繋いだネットワークシステム

を利用して図書館の書誌データを共有し、各学校への配

本、レファレンスの充実を図り学習支援、読書支援を継

続実施します。また、図書館にある行政資料や郷土資料

を電子化しデジタルアーカイブとして提供します。

事業名 事業内容 令和5年度主な実施予定

レファレンス・サービス

事業

利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資

料などを求めた際に、図書館員が情報そのものあるいは

そのために必要とされる資料を検索・提供・回答するこ

とによってこれを助けます。

バランスある蔵書構成に努めるとともに児童図書の整

備、充実を図ります。図書館員のレファレンス知識の習

得と技術の向上及び職員間の情報共有に努めます。

配本事業
福祉会館・保育園や学校、または民間を含む各施設への

配本・回収を行います。

福祉会館・保育園等への配本・回収を精査し継続実施し

ます。新たな配本拠点の拡大を実施してまいります。

図書館への来館が困難な市内に在住する身体障害者手帳

（視覚障害1～6級等）の交付受けている方への郵送又

は宅配による貸出サービスの充足に努めます。

図書ネットワーク事業

庁内他部署との連携を進めるとともに、広域ネットワー

クの推進のため、近隣図書館、小中学校、高校、大学、

企業等との連携を行います。

また、図書館ボランティアの参加促進を行い、継続性の

あるボランティア活動の推進を行います。

子どもの読書活動を推進するため、電子会議システムを

利用し、学校図書館職員との意見交換を継続実施し連携

を図ってまいります。

図書館との連携を図るため、ボランティア交流会を開催

し、継続して図書館まつりの運営をボランティア主体で

共に行うように努めます。

基本施策３ 生涯を通じてだれもが自由に学べる環境整備

令和６年度 日進市教育委員会 基本方針と目標【図書館】（案）

◆基本方針

「誰もが知る自由が保障され、いつでも利用できる図書館」「いつでも生活する上で必要な情報が得られる図書館」として、幼児から高齢者ま

で、誰もが本を読んで楽しみ、生活の知恵を得て、身体の健康と共に心の豊かさを育み、親しみやすい「生活の中に開かれた図書館」を目指

す。

特に、子どもたち自身が読書習慣を身につけ、広い知識と豊かな情操を得て健全に育つよう「第２次日進市子ども読書活動推進計画」を遂行す

る。

◆重点施策の主な事業と実施予定

重点施策１ 自ら学び、課題解決する力の育成と小中学校の教育環境整備

◆基本施策の主な事業と実施予定
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